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植　松　美　穂

議 案 の 提 出（その１）

提出します。

提出者 成　澤　和　音

（法第112条の規定によるもの）

　上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により



発議第１号 

 

   米沢市議会委員会条例の一部改正について 

 

 米沢市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   米沢市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 米沢市議会委員会条例（昭和４１年米沢市条例第３３号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２項第３号中「産業部」の次に「、観光文化スポーツ部」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

   

 


